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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　道路使用者（ＶＴ）の挙動の評価を改善するための交通管制方法であって、次のステッ
プを有する方法：
　ａ）複数の異なる交通手段（ＶＭ）を含む計算された複数の交通ルート案（ＶＲＶ）を
ルート作成ユニット（ＲＥ、２）により、照会中の道路使用者（ＶＴ）に伝達するステッ
プ（Ｓ１）；
　ｂ）前記伝達された複数の交通ルート案（ＶＲＶ）の中から、前記照会中の道路使用者
（ＶＴ）が、１つの交通ルート（ＶＲ）を選択し、さらに、前記選択された交通ルート（
ＶＲＡ）を前記ルート作成ユニット（ＲＥ、２）に伝達し、前記ルート作成ユニットが前
記道路使用者（ＶＴ）に、道路使用者により選択された前記交通ルート（ＶＲ）の交通ル
ートデータ（ＶＲＤ）を提供する交通ルートの選択ステップ（Ｓ２）、この場合、前記交
通ルート（ＶＲ；ＶＲＡ）に対して前記道路使用者（ＶＴ）が使用するための多種類の交
通手段（ＶＳ１、ＶＳ２、ＶＳ３）が用意されている；
　ｃ）前記道路使用者（ＶＴ）によりそのとき使用された交通手段（ＶＭ）を確認するた
めに、前記道路使用者（ＶＴ）により採用された交通ルート（ＶＲ）に沿って前記道路使
用者（ＶＴ）の位置データ（ＰＤ）を伝送するステップ（Ｓ３）；
　ｄ）前記道路使用者（ＶＴ）の採用した交通ルート（ＶＲ）での道路使用者の挙動を、
前記道路使用者（ＶＴ）により使用された交通手段（ＶＭ）に基づいて評価するステップ
（Ｓ４）、この場合、前記道路使用者（ＶＴ）の挙動には少なくとも道路使用者が使用し



(2) JP 6472895 B2 2019.2.20

10

20

30

40

50

た交通手段（ＶＭ）の種類が含まれる；
において、
　前記道路使用者（ＶＴ）が、自分の採用した交通ルート（ＶＲ）に沿って、場所が特定
され観察された交通関連事象を交通管制センター（ＶＭＺ、５）、又は、前記ルート作成
ユニット（ＲＥ、２）に事象通報（ＥＭ）の形で伝達することとし、
　ここで、前記道路使用者（ＶＴ）の挙動は、エミッション値の低い交通手段（ＶＭ）の
使用の場合に、エミッション値の高い交通手段（ＶＭ）の使用の場合よりも高く評価され
、さらに、伝達された事象通報（ＥＭ）の量又は質に応じて評価、即ち、事象通報（ＥＭ
）の情報量が多い場合か又は事象通報（ＥＭ）の情報が詳細な場合に高く評価されること
を特徴とする方法。
【請求項２】
　前記道路使用者（ＶＴ）からの交通ルート照会（ＲＡＮＦ）を受領後、多種交通手段包
括型のルート作成ユニット、または、１つの交通手段に特化したルート作成ユニット（Ｒ
Ｅ、２）により、複数の交通ルート案（ＶＲＶ）が計算される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ルート作成ユニット（ＲＥ、２）が道路使用者（ＶＴ）のための複数の交通ルート
案（ＶＲＶ）を、多数の道路使用者（ＶＴ）から伝達された複数の交通関連事象に応じて
計算する、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　同一観察場所で様々な道路使用者（ＶＴ）から発せられる、通報された、場所が特定さ
れた複数の交通関連事象が、観察された交通関連事象を検証、又は、特定するために、相
互に比較される、請求項１または３に記載の方法。
【請求項５】
　前記道路使用者（ＶＴ）の端末機器（８）から交通ルート照会を受領後、前記ルート作
成ユニット（ＲＥ、２）が、ナビゲーションデータ又は実際の交通データに基づいて、複
数の交通ルート（ＶＲ）のための様々な交通ルート案（ＶＲＶ）を計算し、１つの交通ル
ート（ＶＲ）を選択するために、前記道路使用者（ＶＴ）の前記端末機器（８）にそれら
を送信する、請求項１から４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記道路使用者（ＶＴ）の端末機器（８）から１つの交通ルート（ＶＲ）選択のための
交通ルート選択通知（ＶＲＡ）を受領後、前記ルート作成ユニット（ＲＥ、２）が、これ
に応じて計算された、前記選択された交通ルート（ＶＲ）のための交通ルートデータ（Ｖ
ＲＤ）を前記道路使用者（ＶＴ）の端末機器（８）に伝送し、この交通ルートデータ（Ｖ
ＲＤ）が、前記選択された交通ルートを前記道路使用者（ＶＴ）のマップ上で視認できる
ように、前記端末機器（８）の表示ユニットに表示される、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記道路使用者（ＶＴ）の端末機器（８）から、前記交通ルート選択通知（ＶＲＡ）が
さらに評価ユニット（ＢＥ、３）に伝達され、この評価ユニットが、前記交通ルート（Ｖ
Ｒ）に沿って使用された交通手段（ＶＭ）に基づいて、前記道路使用者（ＶＴ）の挙動を
評価する、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記評価ユニット（ＢＥ、３）が、前記道路使用者（ＶＴ）の挙動に対して、前記採用
された交通ルート（ＶＲ）に沿って前記道路使用者（ＶＴ）の使用した交通手段（ＶＭ）
のエミッション値に基づいて、前記道路使用者（ＶＴ）の挙動に対する交通挙動値（ＶＡ
Ｚ）を計算する、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記評価ユニット（ＢＥ、３）によって、エミッション値の低い交通手段（ＶＭ）の使
用は、エミッション値の高い交通手段（ＶＭ）の使用よりも高く評価される、請求項８に
記載の方法。
【請求項１０】
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　前記評価ユニット（ＢＥ、３）が、道路使用者（ＶＴ）の交通挙動の評価を、さらに、
それぞれの道路使用者（ＶＴ）から前記ルート作成ユニット（ＲＥ、２）又は交通管制セ
ンター（ＶＭＺ、５）に伝達された事象通報（ＥＭ）の量又は質に応じて行なうべく設計
されており、この場合、前記質は事象通報の詳細度を表す、請求項７から９のいずれか１
項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記評価ユニット（ＢＥ、３）が、受領した当該道路使用者（ＶＴ）の位置データ（Ｐ
Ｄ）に基づいて、採用された交通ルート（ＶＲ）に沿ってこの道路使用者（ＶＴ）により
使用された交通手段（ＶＭ）の確認を行う、請求項７から１０のいずれか１項に記載の方
法。
【請求項１２】
　１人の道路使用者（ＶＴ）または、複数の道路使用者（ＶＴ）から成る１グループ（Ｖ
ＴＧ）がその交通挙動を評価するために前記評価ユニット（ＢＥ、３）に登録する、請求
項７から１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　１人の道路使用者（ＶＴ）または、複数の道路使用者から成る１グループ（ＶＴＧ）が
加入者シンボルとして、それぞれの道路使用者（ＶＴ）の１つまたは多数のモバイル端末
機器（８）の表示ユニット上に、前記交通ルート（ＶＲ）に沿った実際の位置で表示され
る、請求項１から１２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記評価ユニット（ＢＥ、３）が、前記表示された加入者シンボルを当該道路使用者（
ＶＴ）の評価された挙動に応じて動的に変更する、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記評価ユニット（ＢＥ、３）が、前記道路使用者（ＶＴ）の評価された挙動に基づき
、当該道路使用者（ＶＴ）もしくは、複数の道路使用者から成る１グループを直接的に報
奨する、または、当該道路使用者（ＶＴ）もしくは、複数の道路使用者から成る１グルー
プ（ＶＴＧ）の評価された挙動に基づき、当該道路使用者（ＶＴ）が推奨により間接的に
報奨されるようにする、請求項１から１４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１６】
　道路使用者（ＶＴ）の挙動の評価を改善するための交通管制システム（１）であって、
この交通管制システムが、
ａ）ルート作成ユニット（ＲＥ、２）にルート照会（ＲＡＮＦ）を伝送する道路使用者（
ＶＴ）のモバイル端末機器（８）を備えており、
ｂ）前記ルート作成ユニット（ＲＥ、２）が、受領したルート照会（ＲＡＮＦ）それぞれ
に対して複数の異なる交通手段（ＶＭ）を含む複数の交通ルート案（ＶＲＶ）を計算し、
照会中の道路使用者（ＶＴ）に伝達し、
ｃ）前記道路使用者（ＶＴ）が１つの交通ルート（ＶＲ）を選択し、その交通ルートデー
タ（ＶＲＤ）が前記ルート作成ユニット（ＲＥ、２）により前記道路使用者（ＶＴ）に伝
送され、この場合、前記交通ルート（ＶＲ；ＶＲＡ）に対して前記道路使用者（ＶＴ）が
使用するための多種類の交通手段（ＶＳ１、ＶＳ２、ＶＳ３）が用意されており、
ｄ）当該道路使用者（ＶＴ）が採用した交通ルート（ＶＲ）で道路使用者により使用され
た交通手段（ＶＭ）を確認するために、前記ルート作成ユニット（ＲＥ、２）が、当該道
路使用者（ＶＴ）により採用された交通ルート（ＶＲ）に沿ってその道路使用者（ＶＴ）
の位置データ（ＰＤ）を分析し、当該道路使用者（ＶＴ）により使用された交通手段（Ｖ
Ｍ）に基づいて当該道路使用者（ＶＴ）の挙動が評価され、この場合、前記道路使用者（
ＶＴ）の挙動には少なくとも道路使用者が使用した交通手段（ＶＭ）の種類が含まれる、
交通管制システムにおいて、
　前記交通管制システム（１）の評価ユニット（ＢＥ、３）が、当該道路使用者（ＶＴ）
により使用された交通手段（ＶＭ）の環境に対する優しさ、即ち、使用された交通手段（
ＶＭ）のエミッション値の低さ、及び、当該道路使用者（ＶＴ）から発せられた場所が特
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定された事象通報（ＥＭ）の量又は質、に応じて当該道路使用者（ＶＴ）の挙動を評価す
べく設計されており、この場合、前記質は事象通報の詳細度を表す、ことを特徴とする交
通管制システム。
【請求項１７】
　前記評価ユニット（ＢＥ、３）により評価された多数の道路使用者（ＶＴ）の挙動に応
じて、複数の交通制御手段又は複数の交通手段（ＶＭ）を制御すべく設計された制御ユニ
ットを備えた、請求項１６に記載の交通管制システム。
【請求項１８】
　前記道路使用者（ＶＴ）の挙動には、道路使用者から提供された事象通報（ＥＭ）の量
及び質も含まれる、請求項１に記載の方法。
【請求項１９】
　前記道路使用者（ＶＴ）の挙動には、道路使用者から提供された事象通報（ＥＭ）の量
及び質も含まれる、請求項１６に記載の交通管制システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、環境に優しい交通手段、特に、エミッションの少ない交通手段を促進するた
めの方法およびシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　交通網は特に都市部においてその負荷限界に益々近付いている。特に、モータリゼーシ
ョン化の進んだ道路交通により、大気の質、騒音負荷および交通安全に関するマイナスの
結果が生じている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　そこで、本発明の課題は、環境に優しい交通手段を促進するための方法およびシステム
を得ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　この課題は本発明により、請求項１に記載された特徴を有する交通管制方法によって解
決される。
【０００５】
　これによれば本発明により、環境に優しい交通手段を促進するための、次のステップを
有する交通管制方法が得られる：
　複数の異なる交通手段を含む計算された複数の交通ルート案をルート作成ユニットによ
り、照会している道路使用者へ伝達するステップ、
　照会中の道路使用者が伝達された複数の交通ルート案の中から１つの交通ルートを選択
し、この選択された交通ルートをルート作成ユニットに伝達し、ルート作成ユニットが照
会中の道路使用者に、前記道路使用者により選択された交通ルートの交通ルートデータを
供給するステップ、
　当該道路使用者によりその時に使用された交通手段を確認するために、この道路使用者
により採用された交通ルートに沿って前記道路使用者の位置データを伝送するステップ、
および、
　当該道路使用者により使用された交通手段に基づいて、この道路使用者の挙動を評価す
るステップ。
【０００６】
　本発明による方法の可能な１実施形態では、道路使用者からのルート照会を受領後、多
種交通手段包括型のルート作成ユニット、または、１つの交通手段に特化したルート作成
ユニットにより、複数の交通ルート案が計算される。
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【０００７】
　本発明による方法の別の可能な実施形態では、道路使用者が自分の採用した交通ルート
に沿って、場所が特定され観察された交通関連事象を交通管制センター及び／又はルート
作成ユニットに事象通報の形で伝達する。
【０００８】
本発明による方法の別の可能な実施形態では、多数の道路使用者から伝達される複数の交
通関連事象に応じて、ルート作成ユニットが道路使用者のための複数の交通ルート案を計
算する。
【０００９】
　本発明による方法の別の可能な実施形態では、同一観測場所で様々な道路使用者から発
せられ通報された、現場が特定された複数の交通関連事象が、その観察された交通関連事
象を検証及び／又は特定するために、相互に比較される。
【００１０】
　本発明による方法の別の可能な実施形態では、道路使用者の端末機器からのルート照会
を受領後、ルート作成ユニットがナビゲーションデータ及び／又は実際の交通データに基
づき交通ルートのための様々な交通ルート案を計算し、これらの交通ルート案を、１つの
交通ルートを選択するために、当該道路使用者の端末機器に送る。
【００１１】
　本発明による方法の別の可能な実施形態では、１つの交通ルートを選択するためのルー
ト選択通知を道路使用者の端末機器から受領後、ルート作成ユニットが、選択された交通
ルートのための交通ルートデータを当該道路使用者の端末機器に伝送する。この場合、こ
れらの交通ルートデータは、選択された交通ルートを道路使用者のマップ上で可視化する
ために、端末機器の表示ユニットに表示される。
【００１２】
　本発明による方法の別の可能な実施形態では、道路使用者の端末機器から、前記ルート
選択通知は、さらに評価ユニットに伝送され、この評価ユニットが前記交通ルートに沿っ
て使用された交通手段に基づいて当該道路使用者の挙動を評価する。
【００１３】
　本発明による方法の別の可能な実施形態では、前記評価ユニットが当該道路使用者の挙
動に対して、採用された交通ルートに沿ってこの道路使用者が使用した交通手段のエミッ
ション値に基づいて交通挙動値を計算する。
【００１４】
　本発明による方法の別の可能な実施形態では、前記評価ユニットによって、エミッショ
ン値の低い交通手段の使用は、エミッション値の高い交通手段の使用よりも高い評価を受
ける。
【００１５】
　本発明による方法の別の可能な実施形態では、前記評価ユニットが道路使用者の挙動の
評価を、さらに、それぞれの道路使用者がルート作成ユニット及び／又は交通管制センタ
ーに伝達した事象通報の量及び／又は質に応じて行う。
【００１６】
　本発明による方法の別の可能な実施形態では、前記評価ユニットが、受信した道路使用
者の位置データに基づいて、当該交通ルートに沿って当該道路使用者により使用された交
通手段の確認を行う。
【００１７】
　本発明による方法の別の可能な実施形態では、１人の道路使用者、または、複数の道路
使用者から成る１グループが、その挙動の評価のために前記評価ユニットに登録する。
【００１８】
　本発明による方法の別の可能な実施形態では、１人の道路使用者、または、複数の道路
使用者から成る１グループが、各道路使用者の１つまたは多数の表示ユニット上で交通ル
ートに沿った現在位置で、属性付きの加入者シンボルとして表示される。
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【００１９】
　本発明による方法の別の可能な実施形態では、前記評価ユニットが、当該道路使用者の
評価された挙動に応じて、表示された加入者シンボル及び／又はその属性を動的に変える
。
【００２０】
　本発明による方法の別の可能な実施形態では、道路使用者が評価ユニットにより、当該
道路使用者の評価された挙動に基づいて報奨される、または、道路使用者が前記評価ユニ
ットの推奨により報奨される。
【００２１】
　本発明はさらに、請求項１７に記載された特徴を有する交通管制システムを提供する。
【００２２】
　これに従えば本発明は、環境に優しい交通手段を促進するための交通管制システムを提
供し、この交通手段は、交通管制システムのルート作成ユニットにルート照会を伝達する
道路使用者のモバイル端末機器を備えている。この場合、このルート作成ユニットは受領
したルート照会それぞれに対して、異なる交通手段を含む複数の交通ルート案を計算し、
照会中の道路使用者に伝達し、当該照会者は１つの交通ルートを選択し、その交通ルート
データがルート作成ユニットにより当該道路使用者に伝送される。
この場合、当該道路使用者によりそのとき使用された交通手段を確認するために、前記ル
ート作成ユニットは、当該道路使用者により採用された交通ルートに沿ってその道路使用
者の位置データを分析し、当該道路使用者により使用された交通手段に基づいて当該道路
使用者の挙動が評価される。
【００２３】
　本発明による交通管制システムの可能な１実施形態では、前記評価ユニットが、当該道
路使用者により使用された交通手段の環境に対する優しさ、及び／又は、当該道路使用者
から発せられた、場所が特定された事象通報の量及び／又は質、に応じて当該道路使用者
の挙動を評価する。
【００２４】
　本発明による交通管制システムの別の可能な実施形態では、交通制御手段及び／又は交
通手段が、この交通管制システムの制御ユニットにより、前記評価ユニットによって評価
された多数の道路使用者の挙動に応じて、制御される。
【００２５】
　以下において、環境に優しい交通手段を促進するための本発明による方法および本発明
によるシステムの可能な諸実施形態を添付図面に基づき詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明による交通管制システムの１実施例を示すダイアグラム
【図２】本発明による交通管制方法の１実施例を示すフローチャート
【図３】本発明による交通管制システムおよび本発明による交通管制方法の前記実施例を
説明するための信号ダイアグラム
【図４】本発明による交通管制方法および本発明による交通管制システムの可能な実施例
を示すダイアグラム
【図５】本発明による交通管制方法および本発明による交通管制システムの図４とは異な
る可能な実施例を示すダイアグラム
【図６】本発明による交通管制方法および本発明による交通管制システムの機序を説明す
るための模式図
【図７】本発明による交通管制方法および本発明による交通管制システムの機序を説明す
るための図６とは異なる模式図
【図８】本発明による交通管制方法および本発明による交通管制システムの機序を説明す
るための図６、７とは異なる模式図
【発明を実施するための形態】
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【００２７】
　図１から判るように、本発明による交通管制システム１は、ここに示された実施例では
、ルート作成ユニット２を有し、このルート作成ユニットは評価ユニット３と接続されて
いる。前記ルート作成ユニット２および評価ユニット３は、図１に示された実施例のよう
に、１つの装置４の中に統合することができる。別の実施形態では、前記ルート作成ユニ
ット２および評価ユニット３は、互いにインターフェースまたはローカルネットワークを
介して接続された異なる装置内に設置することもできる。図１に示された実施例では、前
記ルート作成ユニット２および評価ユニット３は、さらに交通管制センター５と接続され
ている。図１に示されているように、前記装置４はさらに、１つのデータネットワーク６
および複数のアクセスポイント７を介して、多数のモバイル端末機器８と交信することが
できる。１つのモバイル端末機器８は、１つの交通ルートに沿って１つの交通手段９を使
用する１人の道路使用者ＶＴが携帯することができる。この場合、この道路使用者は歩行
者であっても良い。前記モバイル端末機器８は携帯型のモバイル端末機器、例えば、道路
使用者ＶＴの携帯電話とすることができる。実施形態の代案では、このモバイル端末機器
８は交通手段９に組込むこともできる。この交通手段９に関しては、徒歩であっても良い
し、個人的な交通手段または公共の交通手段であっても良い。例えば、この交通手段９は
当該道路使用者ＶＴにより使用される交通手段、例えば、自転車または乗用車、である。
代案として、この交通手段９は当該道路使用者ＶＴが他の複数の道路使用者と共同で使用
する交通手段、例えば、列車またはバスとすることもできる。
【００２８】
道路使用者すなわち利用者ＶＴは、そのモバイル端末機器８からアクセスポイント７およ
びデータネットワーク９を介して、交通管制システム１のルート作成ユニット２にルート
照会を伝送することができる。ルート作成ユニット２は受領したそれぞれのルート照会Ｒ
ＡＮＦに対して、異なる交通手段ＶＭを含む複数の交通ルート案ＶＲＶを計算し、計算し
た複数の交通ルート案ＶＲＶを照会中の道路使用者ＶＴに伝達する。次にこの道路使用者
ＶＴが１つの交通ルートを選択し、その交通ルートデータＶＲＤがルート作成ユニット２
により当該道路使用者ＶＴに伝送される。当該道路使用者ＶＴによりそのとき使用された
交通手段ＶＭを確認するために、当該道路使用者ＶＴにより採用された交通ルートに沿っ
てこの道路使用者ＶＴの位置データＰＤ、特にＧＰＳデータをルート作成ユニット２が分
析する。さらに、当該道路使用者ＶＴにより使用された交通手段ＶＭに基づいて、この道
路使用者ＶＴの挙動が評価ユニット３によって評価される。評価ユニット３は当該道路使
用者ＶＴの挙動を評価するが、その場合、この評価は、当該道路使用者ＶＴにより使用さ
れた交通手段ＶＭの環境に対する優しさ、ならびに、当該道路使用者ＶＴから発せられる
、場所が特定された事象通報の量及び／又は質、に応じて行われる。本発明による交通管
制システム１の可能な１実施形態では、図１に示されているように、さらに、データを評
価ユニット３およびルート作成ユニット２を通して交通管制センター５に伝送することが
できる。可能な１実施形態では、交通管制システム１が制御ユニットを有し、この制御ユ
ニットが交通手段及び／又は交通制御手段を制御する。可能な１実施形態では、例えば交
通管制センター５内に設置することができる前記制御ユニットにより、前記評価ユニット
３によって評価された多数の道路使用者の挙動に応じて、交通手段ＶＭ及び／又は交通制
御手段が制御される。
【００２９】
　図２は、環境に優しい交通手段を促進するための本発明による交通管制方法の１実施例
を示すフローチャートである。
【００３０】
　第１ステップＳ１では、ルート作成ユニット２により計算された、異なる交通手段ＶＭ
を含む複数の交通ルート案ＶＲＶが照会中の道路使用者ＶＴに伝達される。
【００３１】
　次に、この照会中の道路使用者ＶＴにより、伝達された複数の交通ルート案ＶＲＶの中
から１つの交通ルートＶＲが選択され、この選択された交通ルートＶＲがルート作成ユニ
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ット２に伝送され、次いで、ルート作成ユニット２はこの道路使用者ＶＴに、前記道路使
用者が選択した交通ルートＶＲのための交通ルートデータＶＲＤを提供する。
【００３２】
　その次のステップＳ３では、この道路使用者ＶＴによってそのとき使用された交通手段
ＶＭを確認するために、当該道路使用者ＶＴにより採用された交通ルートＶＲに沿ってこ
の道路使用者ＶＴの位置データＰＤが伝送される。その確認に際しては、この道路使用者
ＶＴが当該交通手段ＶＭを実際に使用するか、ないし、使用したか、がチェックされる。
【００３３】
　その次のステップＳ４では、当該道路使用者ＶＴにより使用された交通手段ＶＭに基づ
いてこの道路使用者ＶＴの挙動が評価される。この挙動評価は評価ユニット３により、一
方では当該道路使用者ＶＴによって使用された交通手段ＶＭに応じて、他方では当該道路
使用者ＶＴから送信される事象通報ＥＭに応じて行われる。道路使用者ＶＴは自分が採用
した交通ルートＶＲに沿って、場所が特定され観察された交通関連事象を交通管制センタ
ー５、及び／又は、ルート作成ユニット２に事象通報ＥＭの形で伝達することができる。
当該道路使用者ＶＴは自分が走行中に観察した事象を場所情報を付けて交通管制センター
５に提供することができる。例えば、道路使用者ＶＴは自分が観察した交通渋滞および他
の事故を交通管制システム１に通報することができる。例えば、道路使用者ＶＴは交通関
連事象を、文字の、または、口頭の情報テキストの形で交通管制センター５又はルート作
成ユニット２に事象通報ＥＭとして伝送することができる。これらの伝達された事象通報
ＥＭはテキストデータのほかに他のデータ、例えば音声データまたはビデオデータを含む
ことができる。例えば、車に乗っている道路使用者ＶＴが、走行中に或る交通事象に関す
る口頭の通報、例えば、自分が観察した対向車線における交通渋滞に関する通報、をマイ
クロホンに吹き込むことができる。このとき、通過走行中のこの道路使用者ＶＴはそこで
生じたこの交通事象に関する追加通報、例えば、自分が推定した渋滞の長さならびに自分
が観察した渋滞の原因に関する通報、を行うことができる。観察された交通事象に関する
情報量が多ければ多いほど、そして、詳しければ詳しいほど、この道路使用者ＶＴから交
通管制システム１に伝達された事象通報の品質は高くなる。可能な１実施形態では、ルー
ト作成ユニット２が、伝達され、受領した複数の交通関連事象に応じて、他の道路使用者
ＶＴのために複数の交通ルート案ＶＲＶを計算する。可能な１実施形態では、道路使用者
ＶＴから伝達された交通関連事象通報ＥＭのデータ処理は部分的にまたは完全に自動的に
行われる。伝達された事象通報ＥＭは、交通関連事象を構造化された、または、構造化さ
れていない形態で記述することができる。受領されたテキスト情報または音声情報は複数
の特定のキーワードに基づいて分析することができる。さらに、受領された、交通関連事
象を示す画像データは、対象認識アルゴリズムを用いて自動的に分析することができる。
同一の観察場所、例えば交差点またはこれと同様な場所で様々な道路使用者ＶＴから発せ
られ通報された、場所が特定された交通関連事象が、これらの観察された交通関連事象を
検証し、及び／又は、特定するために、互いに比較されると好適である。二人の異なる道
路使用者ＶＴ１、ＶＴ２が、例えば同じ交差点で１つの交通事故を見て、これを互いに独
立に２つの異なる事象通報ＥＭ１、ＥＭ２として交通管制システム１に通報すると、これ
によってシステム側では、発生した交通事故が実際に起こったことを非常に高い確率で検
証することができる。さらに、異なる道路使用者から発せられた複数の情報は互いに補完
し合うことができるので、事象通報のより正確な記載が可能となる。異なる道路使用者か
らの情報が矛盾している場合には、その事象のできるだけ正しい記載を可能とすべく、こ
れらの情報を別の基準で分析することができる。
【００３４】
　可能な１実施形態では、異なる複数の道路使用者ＶＴ、または、複数の道路使用者から
成る１グループが、その挙動評価のために共同で評価ユニット３ないし評価プラットホー
ムに登録することができる。道路使用者ＶＴの挙動には、一方では当該道路使用者の使用
した交通手段ＶＭの種類が、他方では当該道路使用者から提供された事象通報ＥＭの量お
よび質が、含まれる。
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【００３５】
　図３は本発明による交通管制方法の１実施例を信号ダイアグラムで模式的に示す。まず
最初に、道路使用者ＶＴは、本発明による交通管制方法に加入するために、登録プロセス
ＡＮＭで評価ユニット３に登録することができる。代案として、多数の道路使用者ＶＴが
共同で評価ユニット３の道路使用者グループＶＴＧに登録することもできる。登録済の道
路使用者ＶＴからのルート照会ＲＡＮＦを受領すると、ルート作成ユニット２によって複
数の交通ルート案ＶＲＶが計算される。可能な１実施形態では、このルート作成ユニット
２は、様々なタイプの交通手段ＶＭを考慮した多種交通手段包括型のルート作成ユニット
とすることができる。代案として、このルート作成ユニット２は、１つの交通手段、例え
ば自転車、のみに特化したルート作成ユニットとすることもできる。このルート作成ユニ
ット２は、図３に示されているように、照会中の道路使用者ＶＴへの様々な交通ルート推
奨案すなわち交通ルート案ＶＲＶを探し出す。道路使用者ＶＴのモバイル端末機器８から
ルート照会ＲＡＮＦを受領すると、ルート作成ユニット２は、ナビゲーションデータ及び
／又は実際の交通データに基づき、交通ルートＶＲのための様々な交通ルート案ＶＲＶを
計算する。選択された交通ルートＶＲがルート作成ユニット２から当該道路使用者ＶＴの
モバイル端末機器８に交通ルート推奨案ＶＲＶの形で伝達される。加入している道路使用
者ＶＴは伝達された様々な交通ルート推奨案すなわち交通ルート案ＶＲＶの中から１つの
交通ルートＶＲを選択し、自分の選択した交通ルートを交通ルート指示通知ＶＲＡの形で
、ルート作成ユニット２にも、評価ユニット３にも伝達する。このことが図３に示されて
いる。交通ルートＶＲ選択のためのルート選択通知を受領すると、ルート作成ユニット２
は選択された交通ルートＶＲのためのこれに対応した交通ルートデータＶＲＤを当該道路
使用者ＶＴのモバイル端末機器８に伝送する。選択された交通ルートの交通ルートデータ
ＶＲＤは、次に、この道路使用者に対してマップ上で、モバイル端末機器８の表示ユニッ
トまたは表示画面に表示される。
【００３６】
　１つの交通ルートＶＲは通常、様々な交通ポイント間の多数の交通区間を含んでおり、
図６、７に示されているように、これらの交通区間は大抵は異なる交通手段ＶＭによって
到達できる。ルート選択通知が道路使用者ＶＴの端末機器８から評価ユニット３に伝達さ
れ、この評価ユニットが、交通ルートＶＲに沿ってこの道路使用者ＶＴが使用した交通手
段ＶＭに基づいて、この道路使用者の挙動を評価する。可能な１実施形態では、評価ユニ
ット３が、当該道路使用者ＶＴの挙動に対して、採用された交通ルートＶＲに沿って前記
道路使用者が使用した交通手段ＶＭに基づいて、交通挙動値ＶＡＺを計算する。このとき
、評価ユニット３によって、エミッション値の低い交通手段は、エミッション値の高い交
通手段よりも高く評価される。異なる交通手段すなわち異なる交通手段の種類に対してデ
ータメモリー内にＣＯ２負荷及び／又は騒音負荷に関する異なったエミッション値を格納
することができる。評価ユニット３は、好適に、異なる交通手段ＶＭのメモリーされたエ
ミッション値に基づいて、当該道路使用者ＶＴの交通挙動に対して交通挙動値ＶＡＺを計
算する。可能な１実施形態では、道路使用者ＶＴの交通挙動の評価は、これに加えて、そ
れぞれの道路使用者ＶＴからルート作成ユニット２または交通管制センター５に伝達され
た事象通報ＥＭの量及び／又は質に応じて行われる。高品質の、すなわち、詳細度の高い
、多くの事象通報を交通管制システム１に伝達する道路使用者ＶＴは、事象通報ＥＭを提
供しない、ないし、少ししか提供しない道路使用者ＶＴよりも、その挙動を、良く、すな
わち、高く評価される。
【００３７】
　道路使用者ＶＴが推奨交通ルートの選択を完了し、走行を開始するとすぐに、この道路
使用者ＶＴの位置データＰＤ、特にＧＰＳデータが記録される。これらは連続的に、周期
的に、または、事象に基づいて、すなわち、例えば、各走行の終わりに、特定の場所に到
達した時に、もしくは、特定の時刻に、または、手動で（例えば、メールで）ルート作成
ユニット２及び／又は評価ユニット３に伝達される。評価ユニット３は受信した当該道路
使用者ＶＴの位置データＰＤに基づき自動的に、採用された交通ルートＶＲに沿ってこの
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道路使用者ＶＴにより使用された交通手段ＶＭの確認を行うことができる。位置データＰ
Ｄに基づいて評価ユニット３は、一方で当該道路使用者ＶＴが推奨された交通ルートＶＲ
に沿って実際に走行しているか、または、走行したか、をチェックすることができ、他方
で当該道路使用者ＶＴが、推奨された、環境に最も優しい交通手段ＶＭを実際に使用して
いるかをチェックすることができる。可能な１実施形態では、評価ユニット３は、位置デ
ータＰＤの時間的な変化に基づき、当該道路使用者ＶＴがその交通ルートＶＲに沿って、
その交通手段ＶＭにとって典型的な移動特性で移動しているか否かを確認することができ
る。例えば、道路使用者ＶＴが選択された交通ルートＶＲ内の１つの交通区間ＶＳに沿っ
て５０ｋｍ／ｈを超える速度で移動していれば、この道路使用者ＶＴは、例えば、徒歩で
または自転車では移動していないと考えることができる。可能な１実施形態では、道路使
用者ＶＴのモバイル端末機器８で実行されたアプリケーションソフトが、走行中に交通ル
ートＶＲに沿って複数の位置ポイントＰｉを記録し、これらの位置ポイントＰｉを当該道
路使用者ＶＴの認識ＩＤと共に規則的な間隔で、例えば２分毎に、交通管制システム１の
評価ユニット３に送る。確度チェック（Plausibilitaetspruefung）を用いて、選択され
た交通ルートＶＲにおいてそれぞれの交通区間ＶＳ用に予定された交通手段ＶＭを当該道
路使用者ＶＴが実際に使用するか否か、を確認することができる。この分析、ないし、確
認は、伝達された複数の位置ポイントＰｉ、および、これらから導かれた移動速度Ｖに基
づき、ならびに、複数の停止ポイント、ないし、停止時間に基づいて行われる。
【００３８】
　可能な１実施形態では、１人の道路使用者ＶＴ、ないし、共同で登録した複数の道路使
用者から成る１グループＶＴＧに対して１つの属性付き加入者シンボルが、各道路使用者
ないし複数の道路使用者それぞれに、モバイル端末機器８の表示ユニット上で、選択され
た交通ルートＶＲに沿った実際の位置で表示される。可能な１実施形態では、評価ユニッ
ト３が、表示された加入者シンボル及び／又はその属性を当該道路使用者ＶＴの評価され
た挙動に基づいて動的に変更することができる。加入者シンボルの属性は、例えば、交通
に特有な衣服を含んでいる。加入者シンボルは例えば、道路使用者ないし使用者グループ
を示すイメージキャラクター（Ａｖａｔａｒ）である。この道路使用者シンボルＶＴ－Ｓ
ＹＭＢは道路使用者の挙動、特に交通挙動に応じて時間とともに変化することができる。
道路使用者の評価された交通挙動すなわち挙動に応じて、表示されたイメージキャラクタ
ーすなわち表示された加入者シンボルの外観は変化することができる。例えば、交通手段
としてしばしば、そして、長時間、自転車を使用する道路使用者ＶＴは、評価ユニット３
からシンボル的に表示された改良型自転車を割り当てられ、この改良型自転車が、その道
路使用者に対して、前記道路使用者のモバイル端末機器８のディスプレイに表示される。
例えば都市の或る区画内の複数の道路使用者ＶＴから成る１つのチームないし１つのグル
ープＶＴＧを形成している様々な道路使用者は、前記道路使用者らのチーム所属を示す１
つの共通のトリコー（Ｔｒｉｋｏｔ）を貰うことができる。この変更された加入者シンボ
ルにより、及び／又は、属性の変更により、個々の道路使用者ＶＴまたは使用者グループ
ＶＴＧを特定の交通手段ＶＭを使用するようにさらに動機づけることができる。
【００３９】
　可能な１実施形態では、評価ユニット３の推奨により、道路使用者ＶＴまたは道路使用
者グループＶＴＧの評価された挙動に基づき、当該道路使用者ＶＴに報奨が与えられる。
例えば、ある道路使用者ＶＴは、特に公共近距離交通機関の範囲内で、歩行者または自転
車使用者として、特定の交通手段に対するボーナスポイントないしボーナスマイルを貰う
という、報奨を受けることができる。例えば、環境に優しい挙動をする道路使用者ＶＴは
評価ユニット３から、バーチャルなボーナス、例えば、動的な属性、または、実質的なボ
ーナス、例えば、無料の又は値段割引きの列車旅行、という報奨を受けることができる。
別の報奨の可能性は、例えば、環境に優しい挙動をする道路使用者ＶＴは、他の道路使用
者ＶＴが通行を禁止されている特定の交通ルートを前記道路使用者の交通手段ＶＭで利用
することを許可される、というものである。例えば、通常、環境に優しく自転車で移動し
ている道路使用者ＶＴは、評価ユニット３から、代わりの交通手段ＶＭとして市内交通区
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域内の優先走行車線で自家用車を使用してよいという報奨を得る。
【００４０】
　可能な１実施形態では、評価ユニット３が多数の道路使用者についての利用統計を創出
することができる。ここでは、例えば、使用者数、複数の交通手段ＶＭの使用頻度、当該
の交通ルートＶＲなどが分析される。これらのデータは、交通管制の他に交通計画にも利
用することができる。
【００４１】
　可能な１実施形態では、評価ユニット３が各道路使用者ＶＴ用のために交通挙動値ＶＡ
Ｚを計算することができ、道路使用者からの照会があれば、図３に示されているように、
これを前記道路使用者に伝達することができる。交通挙動値ＶＡＺを計算するために、当
該道路使用者ＶＴが実際に使用した交通手段ＶＭだけでなく、評価ユニット３が当該道路
使用者のモバイル端末機器８から受領する、当該道路使用者ＶＴから伝達された複数の事
象通報ＥＭも考慮される。これらの事象通報ＥＭは評価ユニット３によって、さらに交通
管制センター５へ転送することができる。様々な交通事象通報ＥＭ´に基づいて、交通管
制センター５は、交通流を良くするために、さらに、交通制御手段、または、交通手段を
直接に、制御することができる。例えば、同一交差点に居る異なった道路使用者ＶＴから
交通事故が通報されると、交通管制センター５ないしその中に組み込まれている制御装置
が、交通流が当該交差点を迂回するように交通制御手段、例えば交通信号を制御する。こ
うして、特定の交通事象に起因する交通渋滞を大幅に避けることができるので、ＣＯ２エ
ミッションをさらに防止することができる。
【００４２】
　図６は本発明による交通管制方法の機序を示すための図である。図６はスタートポイン
トＰ０から目的ポイントＰ３までの交通ルートを示している。この交通ルートＶＲは多数
の交通区間ＶＳ１、ＶＳ２、ＶＳ３を含んでいる。図７に示すように、各交通区間ＶＳｉ

に対して、異なる交通手段ＶＭを予定することができる。例えば、交通ルートポイントＰ

ｉとＰｉ＋１の間で、第１の交通手段ＶＭ１、第２の交通手段ＶＭ２、または、他の交通
手段ＶＭｘを使用する可能性がある。例えば、特定の交通区間ＶＳに対して、これを徒歩
で、車で、または、自転車で移動する可能性がある。
【００４３】
　図８は、並行している自転車道と歩道とを有する道路を例示している。従って、道路使
用者ＶＴは、交通ルートＶＲ内のこの交通区間ＶＳを、交通手段ＶＭ１である乗用車で、
交通手段ＶＭ２である自転車で、または、徒歩（ＶＭ３）で移動する可能性がある。選択
された交通手段ＶＭに応じてこの道路使用者ＶＴはその交通手段ＶＭにとって典型的な速
度Ｖ１、Ｖ２、Ｖ３でこの交通区間ＶＳに沿って位置ポイントＰｉから位置ポイントＰｉ

＋１へ移動する。ここに示された例では、交通手段ＶＭ１である乗用車の交通速度Ｖ１は
交通手段ＶＭ２である自転車の交通速度Ｖ２より速く、自転車の交通速度Ｖ２は歩行者Ｖ
Ｍ３の交通速度Ｖ３よりも速い。複数の区間ポイント間で得られる移動速度Ｖ１、Ｖ２、
Ｖ３に基づき、可能な１実施形態では、評価ユニット３が当該道路使用者ＶＴにより採用
された交通手段ＶＭを確認することができる。道路使用者ＶＴが例えば、その部分区間を
交通手段ＶＭとして自転車で移動するような交通ルートＶＲを選択し、しかし実際には乗
用車を使用した場合には、このことは、可能な１実施形態では、評価ユニット３により突
き止められ、この道路使用者ＶＴの挙動評価にマイナスの影響を及ぼす。こうして、道路
使用者ＶＴにとってその評価を加点することは困難になる。道路使用者ＶＴがその挙動を
何度も意図的に改竄しようとする場合には、可能な１実施形態では、前記道路使用者をこ
の交通管制方法から除名することができる。
【００４４】
　図４は本発明による交通管制システム１の１実施例を示している。ここに示された実施
例では、複合的な、すなわち、多種交通手段包括型のルート作成がルート作成ユニット２
により行われる。まず最初に、利用者すなわち道路使用者ＶＴはこのプラットホームすな
わち評価ユニット３に登録する。この利用者は次に前記利用者のモバイル端末機器８から
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前記の複合的ルート作成ユニット２にルート照会を行う。ルート作成ユニット２は、様々
なデータソースからの実際の交通データないしナビゲーションデータを考慮して複数のル
ート推奨案すなわち交通ルート推奨案を計算する。次に、この利用者によりルート選択が
行われ、選択されたルートがルート作成ユニット２および評価ユニット３に伝送される。
その次のステップで、前記ルートが、マップ上で可視化するために、ルート作成ユニット
２により、モバイル端末機器８上で走っているアプリケーションソフトに伝送される。こ
の利用者すなわち道路使用者ＶＴは、場所と結合された関連事象すなわち前記利用者が観
察している交通関連事象をユーザーインターフェースを介して前記利用者のモバイル端末
機器８にインプットすることができ、この場合、インプットされたその場所と結合された
関連事象は事象通報の形で当該アプリケーションにより評価ユニット３に、さらに、場合
によってはルート作成ユニット２にも伝送される。評価ユニット３は様々な道路使用者Ｖ
Ｔからの様々な事象通報ＥＭを受け取り、分析することができる。こうして、通報された
交通関連事象を検証し、さらに、場合によっては特定することもできる。次に、これらの
分析された事象が交通管制センター５に転送される。評価ユニット３は、伝達された事象
および道路使用者が採用した交通手段ＶＭに基づき、当該道路使用者ＶＴの挙動を評価し
、さらに、可能な１実施形態では、利用者から照会を受けることがある交通挙動値ＶＡＺ
を計算する。
【００４５】
　本発明による交通管制システム１の図４に示された実施例では、複合的ルート作成ユニ
ット２は異なるデータソースにアクセスすることができる。例えば、ルート作成ユニット
２は個人的交通ＩＶに関する交通通報及び／又は公共交通のデータにアクセスすることが
できる。
【００４６】
　図５は本発明による交通管制システム１の別の実施例を示している。ここに示された実
施例では、ルート作成ユニット２は、特定の交通手段のための、例えば自転車のみのため
の、１つの交通手段に特化したルート作成ユニットである。
【００４７】
　本発明による交通管制システム１のメリットは、道路使用者ＶＴが交通ルートの始点と
終点間でできるだけ環境に優しい交通手段ＶＭを使用するインセンティブを得るという点
にある。これによって、ＣＯ２および窒素エミッションを、特に都市部において、低減す
ることができる。さらに、これにより、騒音発生および騒音負荷を減少することができる
。道路使用者ＶＴが交通観察に組み込まれるので、当該区域内の交通流がさらに最適化さ
れる。交通流のこの改善により、次に、当該区域内のエミッション負荷がさらに低減され
る。本発明による交通管制システム１の別の副次的効果は、道路使用者の健康も増進され
ることにある。というのは、道路使用者が、環境に優しいと同時に健康を増進する交通手
段ＶＭを使用するというインセンティブを得るからである。多数の道路使用者から得られ
た交通データは、さらに、ある区域内における交通手段ＶＭの交通計画に供給することが
できる。
【符号の説明】
【００４８】
　１　　　　　　交通管制システム
　２（ＲＥ）　　ルート作成ユニット
　３（ＢＥ）　　評価ユニット
　４　　　　　　装置
　５（ＶＭＺ）　交通管制センター
　６（ＤＮＷ）　データネットワーク
　７（ＡＰ）　　アクセスポイント
　８（ｍＥ）　　モバイル端末機器
　９（ＶＭ）　　交通手段
　ＶＴ　　　　　道路使用者
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　ＥＭ　　　　　事象通報
　ＤＱ　　　　　データソース
　ＡＮＭ　　　　登録プロセス
　ＰＤ　　　　　位置データ
　ＶＲ　　　　　交通ルート
　ＶＳ　　　　　交通区間
　ＶＲＡ　　　　交通ルート表示通知
　ＶＲＶ　　　　交通ルート案
　ＶＲＤ　　　　交通ルートデータ
　ＶＡＺ　　　　交通挙動表示値
　ＲＡＮＦ　　　ルート照会
　Ｓ１～Ｓ４　　ステップ

【図１】 【図２】
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【図８】
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